
警視庁警察官社会人採用選考案内

男  性

12 日

○ 第２回警察官Ⅰ・Ⅲ類採用試験と同日に実施するため、併願はできません。受験種別は申込受付期間中に限り、

、 11 日10 日（土） （日）警察官

・ 社会人経験とは、原則として、学校卒業後の就業経験を指します。一つの職務経験につき６か月

以上継続しているものを対象に、学歴区分に応じた必要な経験年数（職務経験が複数ある場合は通

【Point２】　第１次選考は「書類選考」、「ＳＰＩ３」、「適性検査」のみ

・ 警察官Ⅰ・Ⅲ類と異なり、論（作）文試験はありません。

【Point３】　待遇

日

９ 月

　変更可能です。申込受付期間終了後の変更はできませんので、試験（選考）種別や区分をよく確認して、お申し

○ 第２次選考日は、当庁が受験者ごとに１日を指定します（指定日に受験できない場合等は、第１次選考合格発

　込みください。

令和８年度

９ 月 ６ 日（日）

９ 月

（土）、４ 日（日）

算年数）以上の職務経験が必要となります。

（水）

【Point１】　社会人経験のある、幅広い年代の方が受験可能な採用選考

１　選考日程

、

申込受付期間（受信有効）第２次選考日

10

・ 昭和40年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人が受験可能です。

（土）

３

10 月

月警察官 月 日 午前９時00分 ～（月）３

27女  性 ８ 月

・ 初任教養（警察学校入校）期間は、学歴区分に関わらず警察官Ⅰ類と同じ６か月間です。

第１次選考日

８

※ 詳細は別紙「学歴区分に応じた民間企業等における職務経験年数」参照

（日）、 午後５時00分

・ ＳＰＩ３での受験により、公務員試験のための対策は不要です。

　100名程度(男女合計人数）

２　採用予定人員

○ 選考日程等は、情勢により変更する場合があります。最新情報は警視庁採用サイトを確認してください。

　表後速やかに、採用センターに連絡してください。）。

日26

日

・ 初任給は、各個人の職務経験を加味して決定されます。
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　　 ア　昭和40年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた人

　　 イ  学歴区分（※１）に応じた民間企業等における職務経験年数（※２）が、別紙の「必要な職務経験年数」

　  　 以上ある人

　　　 ※１　原則として最終学歴に応じた職務経験年数を適用しますが、最終学歴以外の学歴による方が職務経験

　　　　   年数について有利になる場合には、その学歴を適用することができます。

　　　 ※２　「民間企業等における職務経験年数」は、会社員、自営業者等として６か月以上継続して就業した期

　　　　 　間が該当します。これらに該当する経験が複数ある場合（同一期間内に複数の職務に従事した場合は、

　　　　 　いずれか一つの職歴に限る。）は、通算することができます。

　　　（注１） 同一期間内に学歴（適用する学歴区分の学歴及び当該学歴区分への入学のために必要な下位の学歴）

　　　　　　 と職務経験が重複する場合は、学歴か職務経験のいずれか一方の経験に限り、受験資格として認めま

　　　　　　 す。

（２） 次のいずれかに該当する人は、受験できません。

　　　　　　　 また、専門職大学等を学歴区分とするにあたり、職務経験の一定期間を修業年限に通算して卒業又

　　　　　　 は修了した場合は、修業年限に通算した期間は職務経験年数から除外します。

　　　　　　 例　①　夜間大学院に通いながら働いていた人が、最終学歴区分「大学院修了」で申し込む場合は、

　　　　　 　　　　大学院と重複した職務経験を「必要な職務経験年数」に通算することはできません。

　　　　　　　　 ②　高等学校に通いながら働いた後に大学を卒業した人が最終学歴区分「大学卒業」で申し込む

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 場合は、高等学校と重複した職務経験を「必要な職務経験年数」に通算することはできません。

　　　　・　一つの職務経験につき、歴月は１か月として算定し、歴月に満たない期間は日数を合算した上で30日

　　　　　　  日までの19日間と、９月１日から９月26日までの26日間を合算）を１か月と換算し（15日分を切捨

　　　　　 　　 ４月から８月までを５か月として計算し、歴月に満たない日数である45日（３月13日から３月31

　　 ウ  申込日現在、東京都職員（※３）（教育公務員（※４）、任期付職員（※５）、特別職非常勤職員、会計年

　　　《職務経験期間の通算方法》

　　　　・　通算の対象となるのは、一つの職務経験につき、６か月以上継続しているものです。

　　　　 （例） A社での雇用期間が令和７年３月13日から同年９月26日の場合

　   ※４　教育公務員特例法施行令第９条第２項に定める教育公務員に準ずる者を含む。

　　　   団体への退職派遣者は東京都職員とみなす。

 ・　東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

　　　   職の任期付研究員の採用等に関する法律に規定する任期付研究員をいう。

　   ※５　地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に規定する任期付職員及び地方公共団体の一般

（１） 次のア～ウの要件を全て満たす人が受験できます。

　 する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

　　　　・　申込日現在、在職中の人は、令和９年３月末日時点の見込みの期間を入力してください。

 ・　日本の国籍を有しない人

 ・　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

     ※３　公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例（平成13年東京都条例第133号）第10条に規定する

 ・　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

 ・　平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とするもの以外）

　　  （注２） 最終合格後、職歴証明書や卒業証明書など、職務経歴や最終学歴等を確認するための証明書類を提

　　　　　　 出していただきます。職務経歴等が証明できない場合は、採用されないことがあります｡

３　受験資格

　　　　　  　て）、通算６か月と算定します。

　　　　　を１か月として換算し、30日に満たない日数については切り捨てます。

　　　 度任用職員及び臨時的任用職員を除く。）でない人
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　　　　申込みは、原則としてインターネットのみとなります。

　　　　パソコンのほか、スマートフォン、タブレット端末による申込みができます。

　　　　入力された個人情報は、採用選考及び採用事務の目的以外に使用することはありません。

　　ア　受験票（ＰＤＦファイル）の入手方法については、電子メールで御案内します。指示に従い受験票をダウン

      ロードしてA4判用紙に印刷してください。

    イ　迷惑メールフィルタ等の影響により電子メールが届かない場合でも、警視庁採用サイトから「採用試験（選

      考）申込み」にアクセスし、マイページにログイン後、受験票をダウンロードして印刷することができます。

    ウ　プリンターを持っていない人は、ダウンロードした受験票をプリンターが接続されたパソコンに移して印刷

　　　するか、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機を利用してください。

 (２)　受験票の発行

 (１)　申込方法

　イト」にアクセスし、登録フォームからマイページ利用登録（※）をしてください。

　・　申込みには顔写真（直近６か月以内に撮影したもの）のアップロードが必要です。

　・　志望理由等の入力があります。

　・　受付期間中に正常に受信したものを有効とします。時間に余裕を持って、お申し込みください。

③　申込完了の確認

　　申込完了後、登録されたメールアドレス宛に申込みを受け付けた旨の電子メールを配信します。また、警

　視庁採用エントリーサイトのマイページ内レターボックスからも申込完了の確認ができます。

　   入力された個人情報は、採用選考及び採用事務の目的以外に使用することはありません。

午前 ９ 時 00 分 から

午後 ５ 時 00 分 まで（受信有効）

https://job.axol.jp/bx/s/mpd_27/entry/

　　上記二次元コードまたは警視庁採用サイト内「採用試験（選考）申込み」から「警視庁採用エントリーサ

【 受験申込みの流れ 】

①　「警視庁採用エントリーサイト」の利用登録

　※　登録時の「ＩＤ番号」、「パスワード」は必ず控えておいてください。

②　受験する試験（選考）の種別や区分を選択し、申込み

　・　申込手続中に表示される説明内容をよく確認し、申込手続きを進めてください。

月

　 　申込みは、インターネットのみとなります。郵送や持参による申込受付は行いません。

受 験 申 込 み

　   パソコンのほか、スマートフォン、タブレット端末による申込みができます。

３ 日（（月））

４　申込手続　　

８

 　○　不明な点は警視庁採用センターへ連絡してください（平日 午前９時00分から午後５時00分までの間）。

12 日
受 付 期 間

８ （（水））月

「警視庁採用エントリーサイト」
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 警察官としての適性について、記述式等の方法により検査を行います。

（基礎能力検査）

適　性　検　査

内　　　　　　容

適　性　検　査

選　考　科　目

　　　第１次選考合格者に対して、次のとおり行います。

５　選考の方法

（１） 第１次選考

（２） 第２次選考

申込時に入力された内容について審査します。

 警察官としての職務執行に支障がないこと

 警察官としての職務執行上、支障のある疾患がないこと

 体重測定、レントゲン検査、血液検査（貧血検査、肝機能検査、血中脂質

 等検査、血糖検査）、尿検査

内　　　　　容

人物についての面接試験を行います。

 裸眼視力が両眼とも0.6以上、又は矯正視力が両眼とも1.0以上であること 

 警察官としての職務執行に支障がないこと

 腕立て伏せ、バーピーテスト、上体起こし、反復横跳び

色覚／聴力

種　　目
体　力　検　査

内　　　　　　容

 視力検査、色覚検査、聴力検査、運動機能の検査、医師の診察、身長測定、

職務執行上必要な体力の有無について検査を行います（種目は変更する場合があります。）。

面　接　考　査

身　体　検　査

警察官としての適性について、記述式等の方法により検査を行います。

項　　目

 　　○　選考問題は、全て持ち帰ることができません。

次表の全てを満たすことが必要です。

警察官としての職務執行上、支障のある疾患の有無等について検査を行います。

Ｓ　Ｐ　Ｉ　３

選　考　科　目

検査内容

言語的理解力や数的処理能力、論理的思考力等についての択一式の検査を行います。

GAT-U（ペーパーテスティング方式）【択一式、70題、1時間10分】

書　類　選　考

視　　力

疾　　患

その他身体の
運動機能
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及び選考結果のランク表示

第２次選考不合格者
及び選考結果のランク表示

　　 最終合格後、受験資格の確認及び意向聴取等を行った結果に基づき、採用者を決定します。

   　採用時期は原則として令和９年４月１日以降、順次、警視庁巡査として採用します。

　　 なお、採用されると、警察学校（原則、全寮制）で６か月間、一般教養のほか、警察官として必要な憲法・刑法

　 等の法学、捜査・交通等の警察実務、柔道又は剣道（女性はこのほか合気道）のうち１種類・逮捕術・救急法・拳

　   この研修を終了した後、警察署に配属されます。

　 銃操法等の術科について研修（初任教養）を受けます。

第２次選考の受験者数、合格者数

（２） 選考成績の通知

（１） 選考結果の通知（合格発表）

　　　 この採用選考の成績は、全ての科目を受験した本人に通知します。

通　知　方　法

合否にかかわらず、受験者全員に警視庁採用エント

リーサイトのマイページで通知します。

合格者については、第２次選考受験票を兼ねた通知

を別途郵送します。

合否にかかわらず、受験者全員に警視庁採用エント

リーサイトのマイページで通知します。

対　　　象

第１次選考不合格者

６　合格者の決定及び通知

７　合格者の採用

通　知　内　容

第１次選考の受験者数、合格者数

選考結果通知に併記してお知らせします。

 　　○　第１次選考合格者及び最終合格者の受験番号は、警視庁採用サイトにも掲載します。なお、警視庁採用セン

 　　  ターからの通知が正式な合格発表となります。

通知時期

第１次選考終了後
おおむね２週間後

令和９年１月中旬

第１次選考結果通知

最終選考結果通知

通知（発表）方法
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　　　　　です。必ず簡易書留で郵送してください。普通郵便等で郵送した場合の事故については、一切の責任を負

　　　　　いません。また、持参による受付は行いません。２月25日(火)以後に問い合わせされた場合は、受付期間

　　　　　に間に合わない可能性がありますので御注意ください。

　　　　　に間に合わない可能性がありますので御注意ください。

　　　　　　なお、郵送申込みの場合についても、受付期間は２月25日（火）から３月10日（月）まで（消印有効）

職務により三部制から八部制までに分かれます。

　　　※　この初任給は、令和８年４月１日現在の給与月額に、地域手当（20％）を加えたものです(100円未満切

　　　　捨て)。

（２） 勤務制

　　 ア　給料は、学歴区分、職務経験等の年数を勘案の上、決定します。職務経験等の年数を考慮し、一定の基準に

　　　 より加算されます。

　　 イ　60歳を超える職員については、適用される給料表の級・号給の給料月額の7割の額となります。

（１） 給与

　　 ウ　そのほか、在職期間及び勤務成績に応じて期末・勤勉手当（年間おおむね4.90か月分、令和８年４月１日

交番勤務は四部制（４日に１回の夜間勤務）です。
交 代 制 勤 務

　　　 単身寮が完備されています。また、都内各地に家族住宅があり、希望者は入居することができます。

　　　 手当等が支給されます。

　　　 現在）が支給されます。また、支給要件に基づいて扶養手当、住居手当、通勤手当、勤務に応じた特殊勤務

　　 エ　採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによります。

（３） 週休日・休日・休暇等

　　　 週休日（４週間ごとの期間につき８日）、祝日休、年末年始休、年次有給休暇（20日）、特別休暇（夏季、慶

　　 弔、出産支援、ボランティア等）、介護休暇、育児休業等があります。

（４） 単身寮・家族住宅

午前 ８ 時 30 分 ～ 午後 ５ 時 15 分

　　【給与例（初任給）】

　　　①　大学院修士課程卒業、職務経験２年　　338,400円

　　　②　大学４年制卒業、職務経験２年　　　　330,200円

８　給与及び待遇

毎 日 制 勤 務

　　　③　高校３年制卒業、職務経験６年　　　　330,200円
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　 　○　時計のない会場がありますので、必要に応じて腕時計を持参してください。

　   　※　卓上用の時計、携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の電子機器は使用できません。

   　○　試験会場への自動車、オートバイ、自転車等の乗り入れはできません。

 　　○　車での来場は近隣の方の迷惑となりますので、公共交通機関を利用してください。

　 　○　選考会場敷地内では、携帯電話等の電源は切ってください。

（３） 選考会場

     ○　選考会場は複数ありますので、必ず受験票で自分の選考会場を確認してください。

選考会場で購入することはできないので、必ず持参してください。 

〒183-8555　東京都府中市朝日町３丁目15番地の１

［フリーダイヤル］0120-314-372 ／［代表］03-3581-4321（自動音声ガイダンス）

しています。

受  　験　  票

筆　記　用　具

昼  食・飲  物

（１） 受付時間

　　　 選考日の午前10時00分から午前10時40分までの間（時間厳守）

（２） 携行品

第１次選考日のおおむね10日前に、受験票発行のお知らせメールを配信しますので、受験

票をダウンロードして印刷し、第１次選考当日に持参してください。

災害等、緊急時のお知らせはLINE又はX(旧Twitter)アカウントを御確認ください。

警視庁採用サイト、LINE、X（旧Twitter）、Instagramで採用試験（選考）情報や採用イベント情報を随時発信

９　第１次選考受験上の注意

■　問合せ先

警視庁採用センター

鉛筆（HB３本以上）又はシャープペンシル、消しゴム

LINE

警視庁

採用サイト

Ｘ

(旧Twitter)

Instagram
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別紙　　学歴区分に応じた民間企業等における職務経験年数

１　卒業、修了は、卒業見込み、修了見込みも含みます。卒業（修了）見込みの人は、令和９年３月31日までに卒業（修了）できなかった場合、必要

　な職務経験年数について下位の学歴区分の欄を適用します。

２　学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程、大学におかれる夜間課程又は通信教育課程を卒業（修了）した場合は、実際に

　修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常課程の卒業（修了）と同一の職務経験年数が必要となります。

３　飛び入学等により修業年限を短縮して卒業（修了）した人（見込みを含む。）については、当該学歴区分に対応した必要な職務経験年数を適用し

　ます。

７年以上
② 各種学校（「中学校卒業」を入学資格とする修業年限２年以上の課程のものに限る。）の卒業

中学校等卒業

① 中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校（学校教育法第76条第１項に規定する中学部に限

９年以上る。）の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

② 専修学校（修業年限１年以上の高等課程で年間授業時数800時間以上のものに限る。）の卒業

の卒業

高

等

学

校

等

卒

業

専攻科

① 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業又は修了

５年以上② 専修学校（修業年限１年以上の専門課程で年間授業時数800時間以上のものに限る。）の卒業

又は修了

３年制

① 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校（学校教育法第76条第２項に規定する高等部に限る｡）

６年以上

の卒業

② 高等専門学校の３年次の課程の修了

③ 専修学校（修業年限３年以上の高等課程で年間授業時数680時間以上のものに限る。）の卒業

④ 各種学校（「中学校卒業」を入学資格とする修業年限３年以上の課程のものに限る。）の卒業

２年制
① 専修学校（修業年限２年以上の高等課程で年間授業時数680時間以上のものに限る。）の卒業

⑥ 各種学校（「高等学校３年制卒業」を入学資格とする修業年限２年以上の課程のものに限る。）

短

期

大

学

等

卒

業

３年制

① ３年制の短期大学又は専門職大学の修業年限３年の前期課程の卒業又は修了

３年以上
② ２年制の短期大学の専攻科の卒業又は修了

③ 高等専門学校の専攻科の卒業又は修了

④ 専修学校（修業年限３年以上の専門課程で年間授業時数680時間以上のものに限る。）の卒業

２年制

① ２年制の短期大学又は専門職大学の修業年限２年の前期課程の卒業又は修了

４年以上

② 高等専門学校の卒業

③ 高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科（２年制の短期大学と同程度とみなされる

修業年限２年以上のものに限る。）の卒業又は修了

④ 大学の２年制の課程の修了

⑤ 専修学校（修業年限２年以上の専門課程で年間授業時数680時間以上のものに限る。）の卒業

大

学

卒

業

６年制

 大学の医学若しくは歯学に関する学科（教育基本法85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究

２年以上 上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)、薬学に関する学科（修業

 年限６年のものに限る。）の卒業

専攻科  ４年制の大学の専攻科の卒業又は修了 ２年以上

４年制  ４年制の大学の卒業 ２年以上

必要な職務経験年数学歴区分 学歴免許等の資格（学校教育法による学校及び教育施設）

大

学

院

修

了

博士課程  大学院博士課程の修了 ２年以上

修士課程・専門職
学位（標準修業年

限２年以上）
２年以上

① 大学院修士課程（標準修業年限２年以上）の修了

② 専門職大学院専門職学位課程（標準修業年限２年以上）の修了

修士課程・専門職
学位（標準修業年

限１年以上）
２年以上

① 大学院修士課程（標準修業年限１年以上）の修了

② 専門職大学院専門職学位課程（標準修業年限１年以上）の修了
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